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1.緒言

創造性モデルに基づく技術科教育における

知的財産学習の方向性
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森山酒兵庫教育大学大学院学校教育研究科
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本稿の目的は，技術科教育における知的財産学習のあり方について，先行研究を整理す

ることを通して，今後の教育実践の方向性を検討することである。

現代社会において，特許権や意匠権，商標権，著作権などの知的財産権の重要性は格段

に高まりつつある。グルーノミノレ経済の進行により，知的財産権に関する問題は， 一国だけ

に留まらず，国際的な課題になってきている。このような動向に対応するため， 2002年に

知的財産基本法が制定された。基本法成立を受け，知的財産推進計画が立案され，国や産

業界，大学のみならず，初等中等教育も含め，知的財産権に対する施策が進みつつあるに

こうした背景を受け，知的財産権を対象，あるいは関連した実践や研究は，中学校技術・

家庭科技術分野(以下，技体刑)のみならず他教科も含めて様々に試みられ，進展しつつ

ある制。このような知財についての教育は， 一般に知財教育とされるが，本稿では，もの

づくりや情報活用などの学習活動を通して工夫・創造力の育成を標梼する中学校技林博↓の

技祢芹}教育の立場から，知財の学習(以下，知財学習)のあり方を検討してして。

知的財産制度(以下，知財制度)は，捌刑教育がその教育内容とする技術と密接に関

連しており，特許や意匠のみならず，著作曜においてもプログラムや各種コンテンツ等，

技術と社会のかかわりを考える際に不可欠な要素の一つである。また，技体洋ヰでは，従来

から著作権が教育内容として位置付いてきたが， 2008年3月に告示された学習指導要領で

は， ["情報通信ネットワークにおける知的財産の保護の必要性」や「新しい発想を生み出し

活用しようとする態度の育成Jなど，知的財産についての記述が追加された。そして，技

体制のすべての内容において知的財産を創造・活用しようとする態度の育成にも配慮す

る 4)0 Jと知財に関する記述がされている。著作権の学習に関しては，情報教育を中心に，

一般に情報モラノレとされる情報倫理の内容として研究されてきた(例えば， 三宅の研究5)

など)。しかし，技制梓十教育における知財学習について検討する際に重要な点は，工夫 ・創

造力の育成という観点から見た知財学習と創造性との関係である。また，知財学習の実践

は進行しつつあるものの，協|桝教育における知財の位置づけそ創造性に着目した理論的

枠組みについての検討は十分とは言い難い。

そこで本稿では，第一に，技体芹十教育における知財学習の位置づけや考え方を整理する

こと，第二に，創造性研究の動向に着目して工夫・創造力育成の観点から見た知財学習の
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方向性を展望することとした。

2.技術科教育における知財学習の考え方

2. 1 技術科教育と知財制度との関連性

特許法，著作権法等の知的財産法からなる知財制度は，あらゆる産業に関係し，技術と

の関わりが深く，現代における技術の社会経済的側面のーっとして大きな位置を占める。

知財制度の代表である特許制度はもちろんであるが，著作権法もビジネスローとしての性

格を濃くしている状況にあるへ著作維は，印刷やデ、イジ夕/ルレ化など

より，特定業界のみならず全ての人に関わるようになってきた一方で，特許と並ぶ企業戦

略にもなりつつある。このような知的財産法の本質は情報保護法であり，知財制度は，市

場の機能を利用したきわめて巧妙なシステムであると言われる 7)。

「生産(社会)の瑚卒および実践につながる生産的人格の形成に意義J8)のある技術教育

において，産業に関係し，断持との関わりが深い知財制度を扱うことには一定の合理的理

由があると考えられる。また，技術は社会経済的側面と純技術的側面の二重性を持ってお

り，技術教育では出荷の二重性に着目しなればならないと言われていることから， ω技術ヰ

を対象とした技体T科教育において，知財制度は，技術の社会経済的側面の教育内容の一つ

に位置づけられると考えられる。しかし，知財制度自体は比較的歴史の浅い制度であり，

政策的に運用されるため，知財制度で保護されるべき知識や情報も時代と共に大きく変化

している。そして市場の機能を利用するが故に，例えばアルゴ、リズムの特許などの保護範

囲の拡大，貧困固と強制実施権の課題，職務発明の課題等々，様々な問題も生じている 10)1九

技制秤ヰ教育において知財制度は，社会経済的f!則面の学習内容のーっとして位置付くが，そ

の対象や範囲については検討する必要があると考えられる。そこで、，技材¥f科教育における

知財学習の議論を明確化するために，その対象範囲を検~する。

2.2 技術科教育における知財の位置づけ

知的財産権は大別すると産業財産権，著作権，その他の三つで構成されるo 各権利は対

象とする知識分里子や手続き等制度的にも大きく異なっているものの，知的財産基本法によ

り， ["国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造に寄与するjωことを目的とし，知的財

産権としづ枠組みでまとめられている。

知的財産権の分類は， 一般的な制度分類の他にも異なった観点による分類がある。例え

ば，特許などの登録型に対し，著作稚の非登録型とし、う登録での分類。また，特許権など

のアイデアを保護する権利と著作権，商標権などの表現を保護する権利という保護対象で

分ける「アイデア・表現2分法j などさまざまな分類が存在するゆ。こうした分類法の一

つに，創作性の観有、からの分類がある。特許権，意匠権，著作稚などは創作活動の成果を

権利化したとしづ意味で「創作権Jとし，商標権のように他との識別に重要性を持つ権利

を「標識権Jとする分類である。技体琳も含んだ技術教育が「学校教育の中にあって創造

性育成の核となるべき教育分野」 ωであることから， ttl僻ヰで対象とする知的財産権は，

f創作稚Jに相当する特許権意匠権，著例名さらには生物育成も考慮するならば種苗

権なども含めるのが妥当ではなし、かと考える。

一方，技僻↓におし、て，知的財産権を深く学習するには，歴史的背景から経済面の瑚手
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等，多岐に渡る知識が必要であり，限られた授業時間では難しいと考えられる。また，前

述のように知財制度が政策的に運用されるため，保護されるべき知識や情報の変化が大き

い点も考慮する必要がある。 しかし，政策や(呆護対象が変わっても技術に対する市場の機

能を利用したきわめて巧妙なシステムとしての知財制度の位置づけが今後大きく 変化する

ことは考えられない。すなわち，知財制度の目的である産業や文化の発展， 言し、かえるな

らば，新しい情報や知識の創造を加速させ，全体が発展するとしづ知財制度の目的とその

要点を押さえることが，技体刑教育に知財を位置づける際に重要で、あるといえる。このよ

うに考えると，技討す1ヰ教育において知的財産権のみを対象とするのではなく，学習の中で

生み出される生誕らの按体制な工夫やアイデア，デザインなども含んだ，いわば「知恵併育報J

としての広義の知財を対象とすべきであるとし、える。この「知恵の情報Jは生徒自身が生み出

した知財のみならず，ものづくりの文化等，人間崎雌情動の成果である文化としての「知恵

の開Iも含ん的議の知財も対象ととらえる。

改訂された学習指導要領において，音楽と美術では，知的財産権と言謎されていること

から，知的財産権として著作権が主たる対象範囲であると考えられるゆlへしかし，技術

科では知的財産と記述されており，前述の「内容の取り扱It¥Jからも，著t何輩に代表され

る法的な権利としての知的財産権のみならず r知恵の1青報j としての昆議の知財を対象にし

ていると考えられる。

以上のことから，校側ヰ教育における知財の位置づけは1)技術斗教育において知財制

度は社会経済的側面の教育のーっとして位置付けられること， 2)技弥芹}教育で取り上げる

知的財産権としては 「創作権jに相当する特許権，意匠権，著作権，さらには生物育成も

考慮するならば種苗権なども含めるのが妥当であること 3)学習内容として知財制度の目

的とその要点を生徒に瑚手させることが重要であること， 4)知的財産権のみならず，学習

の中で生み出される生徒らの皮細恰工夫やアイデア，デザインなども含んだ「知曜のI静員j と

しての昆議の失樹を対象とすることの4点であると考えられる。

3 創造性研究と技術科教育における知財学習との関連性

3.1 創造性に関するこつの立場

知財教育は，小中学校の義務教育，あるいはその萌芽としての幼児教育の段階から， 高

等教育およ時士会での知財人材育成まで非常に幅広し、 17)。高等学校以下に限定しても，様々

な研究がなされている。例えば，高等学校での知財教育の状況は世良によりまとめられて

いる 18)。また，義務教育段階での知財学習の状況は，キ械によりまとめられている 19)。

村松は，義務教育段階での知財学習を，知財を直接に女橡にした学習(情報教育，指府

科教育，社会教育)と知財と関連可能な学習(起業家教育，耕ヰ教育，創造性教育)の二

つに分類し，それぞれに成果と課題を検討している。しかし，義務教育段階全体を対象と

した知財学習として検討しているため，創造性研究と技併7科教育における知財学習の関係、

性まで十分検討されているとは言い難い。そこで，倉|障問所究と技体i科教育における知財学

習との関係を検討する高根として，心理学場開明蛾刑教育穆院を中'L-{こした右脳型肝究の動古]

を概観する。
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創査問所知1出掛噛んに砂関されてきたのは，心理学におし、てである。心理学における倉1陪

性研究の成果と課題については，複数の研究者がまとめている。アメリカのギルフォード

(G凶1あIrd，J.P.)ら崎槌性0洞院を受けて， 1950年代判まからはじまった日本欄闘醐究lこ

ついても， 1973年までの我が国同3ける右l踏出肝究に関する諸文献カミ松本らによりまとめられて

いる泊)。また，村上により 1980年代。鴻l陪間計究の国際動向がまとめられ，看l随性の学会であ

る日本省腿詳会により，近年崎由畳間肝究の成果がまとめられてし、る 21)Z1)。

三輪・石井は創造性研究をアフ。ローチ別に分類し，創造性テストを開発したトーランス

(τ加盟問，E.P.)のような計量心理争拘アプローチはじめ，神秘的アプローチ，実用的・教育的

アプローチ，ケーススタディ1却こよるアプローチ，発達心理者均アプローチ，人工知吉国句アプロ

ーチ，認知的アプローチなど，代表的な研究を紹介している 23) 孫、・井上も倉l瞳性に関する心理

判働向をまとめ， 1990年尚道ら倉l随阻肝細理訪日しつつあることを指摘している刻。また，

孫・井上は1960年代:， 70年代Ij樹脂性の個人晦掴に着目する研究が主主車で、あったが，近年は環

境に着目した概加あらわれたことを指摘し，特に環境の景簿を大きくとらえた砂院として，後

述するチクセントミ川， (Cs迭問ntmihalyi，M.)の研究をあげている。個対捜因と環境の

影響の情題は，右l陪性における「新しさ」についての陪髄，す-J，t.わち右l雌性の噺しさ」を，「個

人にとっての新しさ」とする立場を取るか， 仁社会にとっての新しさ」とする立場を取るかとし、

う陪題であり，この問題は倉l賠閥肝究におして長年の論点とされてきたお)。

3.2 技術科教育における創造性研究の潮流

蹴 j科教育においても，複数時l随出所知1進められてしも。比嘉ま，様々な看i随性訪問をま

とめながら，マスロー伽8slow，A.H.)の「自己表現¢靖l賠也にもとづき，手H甥作芋習を

「粥月学習jとして展開することを提起しているおしこの上鴎の論は，発明を対象にしながらも

「個人にとっての新しさJの立場で宕l脂性を論じているといえる。間11・中島は，技計予教育にお

ける倉抽出こっし、て，様々 な倉l陪性訪問を分析・整理しながら，右槌性の桶実要素を設定してい

る幻)。倉陪性の定義を噌1瞳性とは解決す!べき陪腫に関して，個人にとって今まで、になしイ酎直

あるものや考えをつくり出そうとする能力およひ〈人格である」としていることから，宮川・中島

も，「個人lことっての新しさJの立場で宕l胎性を論じているといえる。佐々木らも，「個人にとっ

ての新しさjの立場に立つ思閏の論を引用しながら学校教育における倉l賠性は子ども自身が

自分にとって新しし噴見であり，そのことが新しい価直を創り出すことを意味」するとしている

2il)。日本産業技許諾犀詰告の開目する制時様のベースになっている同学寄持塑腕委員会に

よる厄1断己の樹商品におし、ても，倉l踏性育成倒見師、ら見社説撒育lこっして，子どもの

能力を伸ぽす自己実現の苅耐1直接l噴出金性の発揮につながるとしている却)。これも倉l脂性につ

いて「個人にとっての新しさ」の立場であるとし、える。以上のように，従来の樹開教育におけ

る倉l描出土，主に「個人にとっての新しさjの立場から布院されてきたと考えられる。

3.3技術科教育における知財学習に適用しうる創造性理論の枠組み

「個人lことっての新しさ」と咋士会にとっての新しさjを軸にした岩崎性の議論は夏堀によ

って倉脂性訪問の動向として，特性，過程，認知の三つlこまとめられている泊)。孫の指摘同様に，

これらd慨の共通転として倉|賠f邸主全元個人内の問題，すなわち「個人にとっての新しさ」を

対象にした研噴3が主流で、あったと指摘している。その上で夏堀は，岩崎性というの吋涯史糊士会
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的な認知が必要であるとし、うヴィゴ、ツ←-(Vygotsky，L.S.)の論を引用しながら，相会文伯句な

アプローチの必要性を提起してし、る 3脚。そして，チクセントミハイの創造性理論に依拠しな

がら社会にとっての新しさ」の立場から教育における倉i随性の研究をとらえ，児童の編論IJ

作活動を分析している。「社会にとっての新しさ」 とし、う考えは，知財制陵の中での知的財産権

の認定の要件，あるし、は佐会における知的財産権の言刊固にも共通する部分であると言える。広義

の知財を対象にする知財学管において， 夏堀持綻したように社会を判長などの学習集団，すな

わち生徒にとっての佐錦澗{系ととらえるならば倉脂性を「祉会にとって¢噺しさ」として見

る立場で，知財学習の説朋ができるのではないかと考えられる。

「社会にとっての新しさ」を覇見するチクセントミハイは創造性について新しい社会文化

的アフ。ローチの立場に立った創造性理論として， DI回モデル (Domain-Individual-Field 

Interaction model)を提唱している(図 1)33)0 DIFIモデルは，文化の蓄積の中に位置

付く創僧舌動に必要とされる知識体の集合(Domain)，個人的な生活史，教育史を背景にド

メインと情報をやり取りし創作する個人(Individual)，個人の創作の新規性を=制面する社会

の中のフィールド、(Field)の三つで構成される。チクセントミハイはDIFIモデ、ルに基づく創

造性を， /蹴家を例に具体的に説朋している。夏堀はチクセントミノ吋のこのD田モデルの

中に，右脳全研究の三ての動向のうち，特性， l醐呈は個人内のサブシステムに，認知は個人のサ

ブシステム内やドメイン寸固人の陪髄として位置づけられ創創生の社錦繍価も寸分に考慮さ

れていると言刊面している。そしてDIFIモデルを児童¢物語意IJ1'骨百動に適用し，児童例婦鵠|昨

活動をドメイン(物語釧乍に必要な言諦怯欄，個人(倣鵠併を行う賠昌，フィーノレド(学

校，その中で期緊の翻面者出梯耐と当てはめて，貧|脂性の言刊耐こついて砂院をしている羽)。こ

のD田モデ〉レにもとづく夏堀のアブ。ローチを知財学習に適用するならば，児童の助言前鴻l附舌

動を知財学習における岩出勤句百動と置き換えることが可能になると考えられる。

Selects 
Novelty 

‘ 
• 

Stimulates 
Novelty 

図1 チクセントミハイのDIFIモデル

引用:臼ikszen加曲alyi，M : Implication of s System Perspective fur th巴S飢dyof Creativit<y. 

Hand肱治，kof Creativity • Cambridge University Press. p315(999) 



34  Shinshu University Journal of Educational Research and Practice No.1 July 2009

4.社会文化的アプローチに基づく知財学習の構成

4.1 D1FIモデルの知財学習への適用

知財学習における創作する個人(lndividual)が，創作主体である「生徒jであるとすれ

ば， r生徒」の創作の新規性を評イ面する社会の中のフィールド(Field)は， r生徒」を取り巻

く生徒の集団や学校内外の人的資源で構成される「学習集団」となろう。「学習集団」に設

定された創造的な状況(題材の設定)により「知財創出の奨励」がなされ，各「生徒」は

それに応える形で「知財の創出j に取り組んでいく。同時に学習過程の中で， r学習集団j

での取り組みから現実の知財制度や技術開発などの「現実の社会j を考えたり，逆に学ん

だりする学習活動が起こりえる。これを「学習集団J，r現実の社会jそれぞれの方向から

「生徒」が見つめるという意味で「視線Jとする。創作活動に必要とされる知識体の集合

(Dom泊n)は共有された知財Jである。「学習集団」で評価を得た知財がここに蓄積さ

れ，公開・共有されていく。その背後には現実の知財や樹府がある。ここでも学習集団と現

実社会の相互のやり取りのように十見線」を設定する。「生徒jが共有された知財にアク

セスすることにより，知財の活用も進んで、いくと考えられる。

以上のような一連の流れは図2のようにモデル化することができる。このモデルを元に

知財学習を構成することで，現実社会と同じ知財の創出や知財の制面，活用を起こすこと

ができると考えられる。また，個々の生徒が知財を創出したり，知財情報を活用したりす

る中で，創造性の育成がなされることも期待できる。さらに，知財の評価や現実の社会，

現実の知財・開府との往復運動の中で，知財制度の目的とその要点，知財を尊重する倫理観

などの知財を尊重する態度を身につけることも期待できる。

4.2 DIFIモデルに基づく知財学習と典型実践との照合

前節て蒋減したDIF1モデルを適用した知財学習の妥当性を検討するために，夏堀がおこなっ

たD田モデルの児童の搬鵠l昨活動吋フ適用事例を参考に，梯師ヰにおける知財学習の典型実

践との照合を試みる。

知財創出の奨励

図2DI円モデルに基づく知財学習のモデル化
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倒百科における知財学習の典型句な実践例として，ロボット製作学習における概端午完勝

あげられるお)。模務時午実騎士， 2000年に長里子県下高井地区の「校内特許実践からはじまり，

現在，各地に広まりうつあるO 模蒜端午実践とはロボット製側副玉において生徒らが考案す

る様々な技討尚な工夫を，時暢程喜のように文章と図で申請し，認められると試合のハンディ

ポイントを得ることができ，葉樹交聞で共有しているネット上のデータベースもしくは，槻龍

内の掲村長l乙錦号されるとし、う現実の儒怖l肢を模擬した実践であるお)。時初〉認定数を材料の

突換ポイントとして，材料と突換できるように設定している完瑚列もある37)生千右主の興味関心

を引きつけそ寸いロボット製作と模踊枕惰怖l肢を組み合わせることで，アイデア創出のイン

センティブ、が生まれ，生徒達が積極拘にアイデアを生み出し，僻午として表現するようになる。

そして，創出された帰午を公開・蓄積していくことで，全体の梯ffレベルもあがり，お互いのア

イデアを認め合う指導により，知財を尊重する態度を育成できると考えられる完投である。この

実践例をDI目モデ〉レに照合すると図3のように当てはめることができる。

模擬特許完投靖IJ作する個人(Individual)にあたるのは，生側固人もしくは各生徒の属する

チームである。当然，その背景には制固人付議貨宗教育の蓄積が影響している。模隣諸怖l肢に

より，帰午創出のインセンティブカ可動き，生徒らは官欲的に惰午を考案し，申請するようになる。

生伽も申請された婦悦まず各学校の担当教員により謝面される。担当教員による制面の合

聞にはチーム内々巧)ム聞など，生徒間同士での謝面も同時に起きると考えられる。勃却すの

みでの模務理前実脚コ場合は，このプロセスを経℃脚削啓示板に公開され，樹IJf七される。長

野県のように複数校の実践の場合は，学校内の制面を経た煽午が全{新芳年割E当者のところで審

査され，認定後にデータベース上l乙錦司されて樹IJf七される。このように教員も含めた各朝交の

学習集団また複数の参力献を大きな意味での学欝嗣と見なすと，これら実践に関わる判決や

学校などの学習期司が DIFIモデ〉レにおける個人の創作の新規性を制面する社会の中のフイ

特許のγ

-，データベースや掲示板で

共有される特許情報

特許の申請

‘ 
特許創出の奨励

ポー
• 

生徒個人・チーム

図3 DIFIモデルと4弱掛寺許実践との照合
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ールド、(Field)に相当すると考えられる。

学習集団での評価を経て認定された特許情報は，ネット上のデータベースもしくは，技

術室内に設置された掲示板上で公開・共有される。この特許情報は，実践を積み重ねてい

く，あるいは参加校が増大するに従い，どんどん蓄積されていく O このように蓄積され，

公開・共有され，蓄積されていった特許情報の集合が， DIFIモデルで、の創{何舌動に必要と

される知識体の集合(Domain)にあたると考えられる。各学校の生徒達は，公開・共有され

た特許情報にアクセスすることで，認可状況を確認するのみならず，次の考案のヒントを

得たり，特許可吏用願いを申請したりするなど，特許情報の活用をおこなっていく。模擬特

許実践の中では，模擬特許制度を通じ，現実f士会における特許制度や闘す開発の姿を知っ

たり，逆にそこから自分達の実践の意味を確認したりする学習もなされる。これは DIFI

モデ、ノレで、の社会に相当する部分とのやり取りであるといえる。同様に，共有された模擬特

許情報を通じ現実の技術や本物の特許を知ったり，逆に自分達の模擬特許を再評価した

りする学習もある。これは DIFIモデルで、の文化に相当する部分とのやり取りであるとい

える。

以上のように， DIFIモデルは，技体時十における典型的な知財学習の実践によく合致して

いると考えられる。

4.3 DIFIモデルに基づく知財学習における創造性の評価~その可能性~

ここで知財学習が生徒の知財に対する言宙哉や態度の育成という目標の達成に向けて実践

されるとし寸前提に戻ると 創造性理論に基づいて構成した知財学習では，その枠組みの

範囲内で生徒の創造性について評価する必然性が生じる。倉|陪f生の剤耐こついては本来そ

の測定が極めて困難であることは言うまでもないが従来から様々な評価法カ議院λられている。

例えは倉l尉生思考力を定量化する測定法として，ギノレフォードの倉|闘生用測定用テストやトー

ランスによる創歯包思寿テストなどがあげられるお)。技体育ヰ教育におし、ても，意i陪性の育成状

況を拒臆するために開発された印|ト中島による岩l賠f働新テストがある 39)。また，やレフォー

ドによる6つの闘系要因を用し、て質問縞斑査と製作品との関車を調査し，工夫し意臆する能力の

実態の拒握をねらった堀・尾高による研究もある却)。しかし，これらはし吋nも前述した「個人

にとっての新しさ」に依拠したテストキ研究であると言える。

DIFIモデルが「社会にとっての新しさ」の立場に立つことは，創造性の成果物が社会的

な副司面を受けることを意味する。ただし このことはこれまで、蓄積されてきた「個人にと

っての新しさjを測定するテストや研究を否定するものではな川夏堀が言うように「個人にと

っての新しさ」の研究は D田モデル叫固人内の剖ゆに村長位置付く 4九D田モ労レに立すリ

造性の詞耐土「個人lことって時札さJを測定するテストキ訪問を否定するのではなく，むしろ

補完し，発展させたところに位置付くと考えられる。従来の測定テストで個人崎l脂性の育成伏

況を把握し，同時に制固人カ滑り出しわ長帯防そのものの謝面も樹すすることで，各個人崎l脂性

がより適切に言軒両できるのではないだ、ろうカも

DIFIモデ、ルで、の創造性の評価について，再び模擬特許実践を例に考察してみる。模擬特

許実践において生徒から申請された模擬特許は，担当教員により，有用性や既習内容や共

有されている模擬特許情報と新規性や技術レベルが比較・検討され，認可または却下の評
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価を受ける。これは現実の特許の要件である有用性，新規性，進歩性(先行技術に基づい

てその技術分野の専門家が容易に成し遂げることができたもので、はないとしづ特許の要

件)と同じである。模擬特許実践のみならず，通常の技術の授業において生徒の製作品の

工夫・創造する力を評価する際にも，従来の製作レベルや学級全体の製作レベル等から担当

教員が勘案し，有用性ヰコ新規性，進歩性に当たるような観長で評価をしている。すなわち，

成果物における工夫・創造を評価する観点、として有用性，新規性，進歩性の三つは汎用性の

ある観点、として設定できると考えられる。こうした新規性キ〉進歩性についての水準々を包囲

などの判断基準は，比較・検討された対象である既習内容や共有されている模擬特許情報に

よって規定される。「社会における新しさ」の立場に立てば，創造的であるかどうかの評価

は，対象となる領域に依存する「領域固有性」の問題である ω。同様に知財学習モデ、ルに

おいても，材料加工や情報などそれぞれの学習内容により，領域圃有の評価が構成される

と考えられる。

知財学習における創造性の音刊面でもう一つの重要な点は，共有された知財と個人の間で

の知財の活用の流れの中での評価である。現実の特許の世界では，特許言判面として特許の

経済価T画平価を測る価値評価手法が用し、られている必)。しかし，この手法は学校教育の場

にはなじまない。むしろ，研究論文のように被引用数を用いる等の工夫が考えられる。多

くの生徒に参考にされた，すなわち被引用度が高い模擬特許は，より価値が高いという判

断を共有するのである。被引用度の評価をするためには，論文と同じように引用したこと

を客観的に示すことが必要になるが，被引用度は有用性，新規性，進歩性に加えて知財学

習における一つの評価指標になりうる可能性があると考えられる。

5.結言

本稿では，技材f科教育における知的財産学習のあり方についてその方向性を検討した。

その結果，捌f科教育における知的財産学習の考え方として，技術教育におし、て知財制度

は社会経済的側面の教育のーっとして位置付けられること，技体f科教育で取り上げる知的

財産権としては 「創作稚」に相当する特許権，意匠権，著例主さらには生物育成も考慮、

するならば種苗権なども含めるのが妥当であること，学習内容として知財制度の目的とそ

の要点を生徒に理解させることが重要であること，知的財産権のみならず，学習の中で生

み出される生徒らσ茸掛尚な工夫やアイデγ，デザインなども含んだ「知恵の情報」としての広

義の知財を対象とすることの4点を示した。その上で，これまで、の創造性研究の流れを踏ま

え，創造性の社会的な言刊面に着目したチクセントミハイによる DIFIモデルとそれにもと

づいた夏堀の研究を参考に知財学習のあり方を構成し，典型実践である模擬特許実践との

照合を試みた。その結果， DIFIモデルに基づく知財学習の構成は，模擬特許実践の構造と

よく適合することを示した。また，このモデルでは，創造的活動の成果物の評価指標とし

て有用性，新規性，進歩性と共に，被引用度が活用できる可能性のあることを示した。

今後は本稿で構成した DIFIモデ、ルに基づく知財学習をより詳細に精激化すると共に，

実践を具体化し，その教育効果を検証していく必要がある これについては今後の課題と

する。
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